
 

 

 

 

 

進行管理・行政評価の概要 



 

○市民と行政が目標を共有し、協働で取り組む「まちづくり計画」 

○行政政策において最も基本となるもの 

 

１ 亀岡市総合計画・後期基本計画の進行管理・行政評価とは？ 

 

 平成 23 年 1 月に策定した「第４次亀岡市総合計画～夢ビジョン～」は、 

 

 

                                            です。 

  

「第 4 次亀岡市総合計画～夢ビジョン～」はその基本構想において、総合計画・基本計画の進行管理を実施し、基本計画に掲げた各

施策・事業の進捗状況と成果を中心に把握・検証し、その結果の公表を通じて、市民と情報を共有しながら推進することと定められて

います。 

 平成 28 年度から取組を開始した後期基本計画の「進行管理」、「行政評価」については、前期基本計画の課題と成果を踏まえ、新た

な仕組みに基づき実施します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

２ 進行管理・行政評価の目的、方針、具体的な方法 
 後期基本計画の進行管理・行政評価は、前期基本計画における成果や課題を生かした新たな仕組みとして、次の 3 つの「目的」、「方

針」、「具体的な方法」で実施します。また、この仕組みをより良いものにしていくため、適宜・適切に見直しを行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪効果・実行性≫ 

 

（１）効率的・効果的な

総合計画の推進 

≪市民参画≫ 

 

（２）総合計画の推進へ

の市民参画の機会の

提供 

≪人材育成≫ 

 

（３）職員の事業に対す

る理解の深化、及び

プレゼンテーション

能力の向上 

進行管理・行政評価の目的 進行管理・行政評価の方針 

① 事業査定の結果が、予算編

成方針や予算査定に反映され

る。 

② 評価結果を今後の総合計画

の推進に反映する。 

③ 客観的に評価でき、市民にわ

かりやすい調書を作成する。 

① 市民が評価に参加（意見を

提示）する。 

② 課題の解決に向けて、市民

と行政がともに取り組む。 

③ 結果を広く公表・広報する。 

① 調書作成に係る負担を大き

くせず、深く考える仕組みに

する。（量よりも質を重視） 

② 常に「市民にわかりやすい

表現」を意識した資料づくり

に取り組む。 

① 事業査定を先行させ、結果を予算査定に反

映するスケジュールとする。 

② 施策単位での行政評価を実施し、施策とし

て今後の取り組むべき方向性を示す。 
③ 事業の進捗状況を明確にするため、進行管

理調書に各事業単位で「活動指標」と「成果

指標」を区別して設定する。 

① 評価・査定事業について、ホームページ等

で市民の意見を募集し、総合計画審議会進行

管理部会から意見・評価を得る。 

（平成 30 年度から実施。） 

② 広報紙やホームページ等を通じて市民等に

評価結果を広く公表・広報する。 

①  調書は、可能なかぎりシンプルなものとし

て、一つひとつの記載を熟慮して行う仕組み

にする。 

② 公表を前提として、市民にわかりやすく表

現された調書をめざす。 

②  施策に対する考え方を養い、アピール力を

高めるため、担当職員が直接、進行管理部会
及び市長・副市長のヒアリングに対応する。 

進行管理・行政評価の具体的な方法 



 

３ 進行管理・行政評価の概要 
 今年度は、後期基本計画に係る施策、及び事業について、「（１）進行管理」と「（２）行政評価」を実施しました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（２）行政評価 
 
 後期基本計画に掲げられた各施策のうち、後期基本計画第 1

章第 2 節「男女共同参画」、第 2 章第 2 節「防災」について、

次のとおり行政評価を実施しました。 

 

① 亀岡市総合計画・進行管理部会ヒアリング 

  ・平成 29 年 9 月 4 日（月） 実施 

 ☞施策に係る各事業について「重要性」、「手法の妥当性」及

び施策の今後の方向性等について評価。 

② 市長・副市長ヒアリング 

  ・平成 29 年 10 月 23 日（月） 

  ・平成 29 年 10 月 24 日（火） 実施 

 ☞進行管理部会ヒアリング結果を踏まえ、今後進めていくべ

き施策の方向性について評価。 
 

（１）進行管理 
 

 総合計画の前期基本計画（5 年間の計画）に位置づけら

れている全事業（約 400 事業）を対象に、進行管理調書を

作成します。 

 

 

 進行管理調書に記載の「活動指標」と「成果指標」で、

設定した目標に対する進捗度を確認します。 
 
  

※施策の対象を毎年変えて選定し 5 年間実行すること

により、後期基本計画の第 1 章～第 8 章まで行政評

価を実施します。 



 

４ 進行管理・行政評価の進め方 
 

 今年度の進行管理・行政評価は、概ね次のようなフローで進めました。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ※平成 30 年度から、④の前に行政評価対象施策について市民意見を募集します。 

 

②主管課による進行管理調書の作成 

③事務局による施策評価調書の作成 

④総合計画審議会・進行管理部会によるヒアリング 

⑤市長・副市長によるヒアリング 

⑥行政評価結果について、総合計画審議会及び庁内に報告 

⑦結果の公表 

→事業査定の結果を記入した調書をホームページ等で掲載・公表します。 

①行政評価対象施策の選定 


